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平成２９年度第３回小金井市地下水保全会議会議録 

 

１ 開催日 平成３０年３月２８日（水） 

２ 時 間 午後２時００分から午後３時３３分まで 

３ 場 所 前原暫定集会施設２階Ｂ会議室 

４ 議 題 (1) 前回会議録の確認について（資料１） 

(2) 武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発事業（まちづくり推進課

関係）について（資料２） 

(3) その他 

５ 退任委員挨拶 

６ 次回の日程について 

７ 出席者 (1) 委員 

  会 長 小倉 紀雄 

  副会長 山田 啓一 

  委 員 土屋 十圀 

(2) 事務局員 

  環境政策課長  平野 純也 

  環境係長    碓井 紳介 

  環境係専任主査 荻原  博 

  環境係主事   藤原 良市 

  環境係     阪本 晴子 

(3) その他発言者 

  まちづくり推進課係長 永井 紘作 

          主任 平野 利直 

  武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発組合 

８ 傍聴者 ２名 
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平成２９年度第３回小金井市地下水保全会議会議録 

 

 

小倉会長   皆さん、こんにちは。それでは、平成２９年度第３回小金井市地下

水保全会議を開催させていただきます。 

 今日の議題は、（１）が前回会議録の確認についてということで、

１１月１３日に行われました第２回保全会議の会議録が詳細に記録さ

れて既に事前に配布されていると思います。何かお気づきの点ござい

ますでしょうか。細かい点は除いて、何か問題があれば、後でも結構

ですからご発言いただき、修正等があれば事務局にご一報いただいて、

会議録は確認したということにさせていただきます。 

 それでは、（２）武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発事業（ま

ちづくり推進課関係）について、事務局からご説明お願いいたします。 

碓井係長   まず、開始時間が少し遅れてしまいまして、大変申しわけございま

せんでした。 

 あと、本日につきましては、東京都の田中委員はお仕事の関係でご

欠席されるというご連絡をいただいております。楊先生はまだお越し

でいらっしゃらないんですけれども、いらっしゃらないというご連絡

はいただいていない状況でございます。 

 武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発事業（まちづくり推進課関

係）につきまして、資料は先ほどお配りさせていただきました、回収

用と書いてある武蔵小金井駅南口第２地区市街地再開発事業というホ

チキスどめのものと、資料の部数の関係でお一人１部をお配りできて

ないところがあるのは大変申しわけないですけれども、土屋先生のほ

うから地下水位変化というグラフの入った資料をいただいております

ので、まず組合から回収用の資料についてご説明をいただき、その後、

土屋先生から地下水位変化の資料について簡単にご説明いただいた後

にご議論いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

では、お願いいたします。 

再開発組合  私、再開発事業のコンサルタントをしております佐藤総合計画の春

日井と申します。よろしくお願いします。本日は組合員の立場という

ことで出席させていただいております。早速ですが、前回のご質問と
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宿題について、概略をご説明させていただければと思います。 

 まず、１枚おめくりいただいて、前回会議は１１月１３日月曜日に

開催いたしました。こちらでご意見は大きく３点ございました。 

 １点目は雨水流出抑制についてで、現在、本事業につきましては、

事前協議等を踏まえまして、降雨強度５０ミリという条件で設計をし

ております。その内容について再度の確認と、６５ミリの場合の検討

が宿題になっていたかと思います。それについて、後ほどご説明させ

ていただければと思います。 

 ２点目は本施設の雨水浸透側溝の構造についてで、前回の資料をご

説明している中で、構造について少々わかりにくい部分がございまし

たので、今回、断面図を用いてご説明させていただければと思ってお

ります。 

 ３点目は中水の利用についてで、ろ過装置の方法や中水利用量につ

いての数字等のご説明をさせていただければと思います。 

 それでは、具体的な内容について、設計者からご説明させていただ

ければと思います。 

再開発組合  佐藤総合計画の筒井と申します。本日、パワーポイントではなくシ

ートで説明させていただきます。 

 まず、１件目として雨水流出抑制についてということで、さらに多

摩地域の現状と東京都の降雨強度の基準について、改めて東京都都市

整備局基盤調整課に確認しましたら、多摩地域、野川流域につきまし

ては、東京都が平成２４年度の段階で時間６５ミリに強化されたとい

う回答をいただきました。このあたりは東京都総合治水対策協議会で

目標値をエリアごとで設定していて、それの見直しを平成２４年度に

行ったということで、あくまでも目標値として協議会で提示している

という状況らしいです。実際、雨水の流出抑制を設計の段階で考える

ときに降雨強度をどう設定するかについては、区市でそれぞれ判断さ

れて数値を決めているということで、さらに小金井市の下水道課に聞

いたところ、小金井市としては今はまだ６５ミリという降雨強度は採

用されてないというお話でした。 

 小金井市としては、雨水浸透施設の設置基準の条件の中で、比較的

小規模な建物に対して、降雨強度３０ミリで設計しなさいという基準
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が１つあります。あと、下水道の流入量の算定に際しては、降雨強度

５０ミリで設定しているという状況などがありますので、今回の再開

発事業の設定の当初の段階で５０ミリということで打ち合わせをさせ

ていただきました。 

 また、６５ミリということは、目標値ということで定められている

のですが、そのほかに、再開発事業としてクリアすべき条件が別にあ

ります。それは基準対策量といって、ヘクタール当たり何トン雨水流

出抑制を図りなさいという基準です。この場合は、この地域ですとヘ

クタール当たり５００トンという数字で、平成２４年度以降も変更が

ないことは確認しました。 

 このあたりの所轄の東京都都市整備局調整課の方の確認の中では、

降雨強度は５０ミリで計算しており、一方で、基準対策量はヘクター

ル当たり５００トンで、結果として雨水量は同じで、条件は法的には

問題ないという回答をいただきました。 

 まず１点目、今回の計画地の東京都の最新状況を確認した結果をご

報告いたしました。 

 引き続きまして、降雨強度を６５ミリにした場合の雨水の流出状況

はどのように変化するかについてです。シートの２ページ目をごらん

いただけますか。 

 こちらは前回の地下水保全会議でご説明した資料になります。降雨

強度５０ミリの条件で、かつ、今回、歩道状空地や浸透性のあるイン

ターロッキングブロックを実際には設置しておりますが、計算上は見

込まないという条件で出した結果になります。最終的に、この敷地と

して、該当部分では時間当たり６.１トン余裕があるという結果が出

ました。 

 この条件に対して、降雨強度を６５ミリに変更した計算結果が３ペ

ージになります。まず、計画流出量について、５０ミリのときですと

１２７.６１トンパーアワーが想定され、降雨強度が上がりますと１

６５.９トンパーアワーに増えます。一方で、２番目の流域別の合計

浸透量は、浸透条件が変わっていませんので、同じ１３３.７１トン

という数字になっています。結果としまして、５０ミリのときでは６.

１トン下回っていた流出量が、最終的に６５ミリになりますと３２.
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１９トンパーアワー増で、場内では処理できなく、場外に出てしまう

雨水があることが確認されました。 

 これは、５０ミリと同じように歩道状空地のインターロッキングブ

ロックを、その浸透性を見込まない条件で計算したものですが、４ペ

ージ目が、歩道状空地のインターロッキングだけは浸透を見込む条件

に変えた検討結果になります。計画流出量について、それぞれ流域が

Ｅ、Ｓ、Ｗとあり、前回はその他の不透水面と地場樹木の多い空地だ

けだった欄が、浸透性舗装ということで、流出係数０.７の項目が増

えています。これに伴って、インターロッキングの浸透を見込まない

場合は、外構部分の流出量が１６５.９トンパーアワーだったのが１

５４.４３トンパーアワーという形で、浸透性のインターロッキング

によって、１回に流れ出る雨水量は減っています。 

 さらに、２番目として区域別の合計浸透量です。これは浸透設備と

してはずっと条件は変えておらず、１３３.７１トンパーアワーとな

る設備を設置してますので、最終的には、やはりこの場合でも２０.

７２トンパーアワーぐらいは流出してしまうという結果が出ました。 

 以上が①の雨水流出抑制についての検討結果になります。 

 ２番目として、本施設の雨水浸透側溝の構造について、前回、外構

については基本的に場内処理を考える、その対策の構造として浸透ト

レンチ、浸透側溝、浸透ます、これらを組み合わせて外構部分に配置

しますというご説明をいたしました。５ページ目が前回、ご説明した

資料となっており、敷地外周部に、緑色の線の浸透側溝を配置してい

ます。敷地の東側、赤い線で書いてあるところに、浸透トレンチを設

置しています。側溝あるいは浸透トレンチの要所要所に浸透ますも設

置しています。 

 こういう外構の浸透施設が配置されており、それぞれの具体的な形

がどのようなものか、６ページ目と７ページ目にそれらの図面を用意

しました。 

 ６ページ目が浸透ます関係になります。基本的に敷地内につけるも

のについては、図面の左側にありますが、ますの底部がポーラス状に

なっていて、水が抜けるような形になっている。ますの周囲に水の浸

透をよくするフィルター層等が配置されているという形の構造になり
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ます。敷地境界に接するところについては、反対側の敷地に雨水を浸

透させるわけにはいかないので、片側だけに浸透するようなものに変

えています。それが６ページの右側の図面になります。浸透ます、片

側スレンダー化粧蓋です。 

 ７ページ目が、浸透側溝と浸透トレンチについてです。浸透側溝に

ついては、側溝なので、基本的に敷地の外周部にずっと配置するよう

な形になりますので、片側だけ、敷地内だけに浸透するような断面構

造になっています。図面の右側が浸透トレンチで、排水管の周囲に砕

石を埋設しまして、排水管を通る水が徐々にしみ出して浸透していく

という構造になっています。 

 以上が浸透ます、浸透側溝、浸透トレンチの概要になります。 

 最後に、中水利用につきましては一番最後の８ページに書いており

ます。今回、建物の上に降った雨水につきましては、一旦、地下ピッ

トにためて、極力、中水利用を図るという設計になっています。その

中水利用の目的なんですけれども、基本的に便所の洗浄水、外構の灌

水という形で設定しています。一旦、降った雨ですので、それらに使

う前にはろ過装置である程度、浄化を図るということで、今回の場合

は砂ろ過式の浄化装置を１台、設置します。 

 また、中水の利用量について、現状、便所の洗浄水と植栽の灌水に

１日２００トンぐらい使う予定です。便所の洗浄水については最低で

１日１５０トンぐらい、灌水については５０トンぐらいという割合で

計画を進めています。 

 以上、前回の地下水保全会議の際にご指摘いただいた件について改

めて検討した結果をご報告いたしました。 

小倉会長   ありがとうございました。 

 それでは、先に土屋委員から。 

土屋委員   直接は関係がないんですけど、井戸の私の資料です。 

小倉会長   お配りいただいた参考資料？ 

土屋委員   私は、議題のその他のところをと思ったんですけれども。 

小倉会長   どうしましょうか。じゃ、その他。直接は今と関係ない？ 

土屋委員   はい。 

小倉会長   わかりました。では、その他ということでご報告をお願いして、た
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だいまのご説明にご質問、ご意見がありましたら、お願いいたします。

どうぞ。 

土屋委員   前回、私からお願いした件を調べていただいて、どうもありがとう

ございました。２つほど確認をさせていただきたいんです。 

 多摩地域の降雨強度６５ミリは２４年度に決められましたので、野

川流域は２３区と同じように、流域がちょっと多摩のほうに延びてい

るんだけれども、最終的に多摩川に出るので、たしか６５ミリになっ

た。東京都の２３区は７５ミリで、それはよろしいかと思うんです。 

 それで、先ほど説明がありました計画量の２ページ目と３ページ目

の時間５０ミリの場合というのが、流出抑制の場合の時間６５ミリは。

流出の算定の想定、流出が予想される量が一応、書いてあるんですけ

れども、問題は、この前の議論があった５ページのような敷地の中の

平面的に降った雨だけじゃなくて、側壁にぶつかるのは５０％見ると

言っていましたよね。それは入っている数字ですか。 

再開発組合  前回のご指摘のときにも図案でお話ししましたが、建物の低層部分

が高層よりも張り出してますので、高層に当たった雨が低層の屋根に

落ちる、外構には基本的に落ちないという考えで、外構の平部分につ

いては、建物の側壁に当たった雨が含まれるという条件での検討はし

ておりません。 

土屋委員   それはどうしてですか。 

再開発組合  要するに、低層部分が大きくて、高層部分はその中に入っておりま

すので、高層の部分に当たった雨というのは、基本的に低層の屋根に

まず落ちる。屋根に落ちた雨は外構には上がれないという設定にして

おりますので、高層の部分に当たった雨が外構部分の雨水の対象には

ならないと考えております。 

土屋委員   まず、屋上の部分は当然、といを伝って出ているわけで、それは浸

透のほうに行くわけですよね。最終的に地下も貯留するということ。 

再開発組合  そうですね。建物の上に降った雨については、基本的に全て地下ピ

ットに一旦、入れるような条件になっています。 

土屋委員   じゃ、側壁も、例えばベランダとかに入る雨水は全部、地下のタン

クに行くということ。 

再開発組合  そうですね。 
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土屋委員   そういう考え方なんですか。 

再開発組合  そうです。 

土屋委員   わかりました。 

 多分、国土交通省が奨励しているのは、そういうふうに直接外部の

浸透のほうに持ってくるか、あるいは敷地内に貯留槽みたいなものが

あれば、そこにためるかという条件になっているので、要は、平面上

の面積に側壁の部分がちゃんと加算されているかどうか、それが重要

なんです。だから、総壁面積の５０％分はプラスになっているという

こと？ 

再開発組合  そうですね。はい。 

土屋委員   そうですか。それならば、わかりました。 

山田副会長  いや、今の説明だとプラスにはなってないんじゃないですか。 

土屋委員   今、算定になっているとお話をおっしゃっていたから。側壁に当た

った雨が地下の貯留に入ったとしても、それは、想定として面積の５

０％をプラスしているんですか。 

再開発組合  そうです。入っても賄えるだけの量を想定しています。 

山田副会長  ボリュームとしてあるということ。 

再開発組合  そうですね。 

山田副会長  わかりました。 

土屋委員   それならば問題ない。 

 もう一つは、側溝の構造は多分、雨水貯留浸透技術協会の図面だと

思うんですけれども、小金井市は独自に何か一覧表があるじゃないで

すか。 

再開発組合  はい。 

土屋委員   これは小金井市の基準ですか、それとも一般的なやつですか。 

再開発組合  そうですね。小金井市の基準ではない。小金井市で別途、雨水浸透

施設の技術指導基準という形で考え方、断面や大きさが示されており、

いろいろ確認した範囲では、規模が小さい建物を対象にした浸透速度

や浸透ますであって、今回のように大規模な敷地でそれなりの水量が

流れる施設に対しては、同じ基準を使えないということで、いろんな

基準を交ぜて使うと、その根拠がわからなくなるので、一般的な断面

形状で、浸透などの計算については東京都の基準をもとにしておりま
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す。 

土屋委員   わかりました。確かに、自治体ごとに独自のものをつくって提案さ

れていて、それをつかうということになっているので、それは結構だ

と思います。 

 ありがとうございました。 

小倉会長   ありがとうございます。山田先生。 

山田副会長  境界部分で敷地外に出るのは配慮したという話ですが、境界に沿っ

て遮水壁を１４メーター分、基本的にははめ殺しという話ですので、

その辺の効果はどう考えたらよろしいですか。 

再開発組合  確かに、今回、６５ミリの検討の中で、通常のインターロッキング

を使うと流出係数が０.７になるので、最終的には２０トン強くらい

の最終排出量が出てしまいます。このあたりは資料４ページ、４番に

書いており、この流出係数は一般的なインターロッキング……。 

永井係長   違います。土留め壁の範囲を今回、計算上、考慮されてないですよ

ね。 

再開発組合  計算上はしてない。 

永井係長   そのお話を先生に説明しないと、今、土留め壁の内側と外側の考慮

をどうされてますかという話をされているので。 

再開発組合  地下の話。 

永井係長   土留め壁の中に降った雨は、結局、土留め壁の中なんですよね。 

再開発組合  そうですね。 

永井係長   今、先生がおっしゃっているのは、土留めを打ったことによって内

側と外側に壁ができるので、その部分の考慮をどうされてますかとい

うことを確認しています。 

 単刀直入に言うと、土留め壁の内側は計算上、考慮されておりませ

ん。土留め壁の外については、外に地下水に還元するように、そこの

部分だけの範囲で浸透の計算をされています。 

山田副会長  どういうことなんでしょうね。どういう効果があるのか、ちょっと

想像がつかないんだけれど、１つは、狭い範囲で相当たくさんの浸透

をすると、その中に水がたまっちゃうのじゃないかなと。土留め壁が

水を解放しないという懸念がないわけじゃないので。 

永井係長   それについても、筒井さん、地下の構造がどうなっているから、そ
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こに来ると雨がどうなるという説明をさっき整理しましたよね。地下

１階の天端があって、そこに透水性舗装があるので、浸透させないで

すよね。 

再開発組合  そうですね。 

永井係長   説明お願いします。 

再開発組合  今回、地下１階部分の張り出しが大きいので、降った雨をしみ込ま

せる、直下に土のある地面部分というのはそれほど多くないです。で

すから、確かに浸透する土の部分が少ない条件になっています。 

山田副会長  ですから、限られた土壌の部分にあまりたくさんの浸透をすると、

負荷が多過ぎちゃうんじゃないかという心配がある。むしろ貯留のス

ペースを確保したほうがいいのかなという気も。これは感想です。 

永井係長   ということで、筒井さん、貯留槽をたくさん設けたんですよね。 

再開発組合  今回、やっぱり建物の本体に降った雨の処理というのが圧倒的に大

きいボリュームになっていまして、通常、前の計算ですと７００トン

パーアワー。今回、地下の雨水の貯留槽は２,８００トンぐらい用意

されています。降雨強度50ミリの条件の東京都で先ほど言ったヘクタ

ール当たり５００トンということですと、敷地面積で１.４ヘクター

ルぐらいなので７００トンで、地下のピットには敷地に対して４倍近

い安全率の貯留槽を設けているということで、今回の施設全体として

は、地下に一旦、貯留して、時間を置いて排出することという考えで

まとめていますので、ご指摘のように、外周の部分にあまり余裕がな

い中で、極力、浸透ではなくて貯留で対応するようなつくりにしてお

ります。 

小倉会長   よろしいですか。どうぞ。 

土屋委員   もう一つ。今の続きで、最初に１つ聞きます。貯留槽には、４倍の

余裕でということで、７００トンですから２,８００トンはたまるよ

うになっている。そのたまった水は最終的にはどこに持っていこうと

しているの？ 

再開発組合  一部は中水利用、そのほかは下水道に流すと。 

土屋委員   それが何とかならないかなという感じがするんだけど、下水に流す

と。 

再開発組合  そうです。 
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土屋委員   下水に流すと、下水道料金が全部そこにかかってくる。そうですよ

ね。そうか。要するに、たまったものは結局、下水に持っていくしか

ない。そこが非常に残念。 

再開発組合  そうですね。もったいない。 

土屋委員   本来は浸透なり、川に流出して野川におりていくなりということに

なるんだけど、それが都市化の持っている問題点なんだろうな。それ

はちょっと置いておきます。 

 では、もう１点。２点目は、３ページと４ページにエリア別の最終

排出量が書いてあるんですけれども、最後の最終排出量の単位は平米

と書いてあるけど、これは立方ですよね。 

再開発組合  そうですね。立米、トンです。 

土屋委員   この流出量に対して浸透量……、要するに流出がこれだけ出てきち

ゃう部分は、６５ミリの場合はどういうふうに。これはどこに処理し

ようと。 

再開発組合  これは基本的には下水に放流という形になってしまいます。オーバ

ーフローという形になります。 

土屋委員   オーバーフローで下水に行く。これは、貯留槽じゃなくて、いわゆ

る表面から行くと。 

再開発組合  そうですね。基本的に、外部に降った雨は、堀とか、いろいろ設け

ていますので、極力、建物の中には入れないような形で、考えていま

す。ですから、外部に降った雨水については、極力、浸透で処理して、

それでも賄えないものについては、もうオーバーフローで出すという

考えで設計しております。 

土屋委員   この計算は３つぐらいのエリアでＥとＳとＷになっているんだけど、

この敷地面積を何か計算上、みたわけですね。 

再開発組合  そうですね。今回、オーバーフローを出す下水道の接続位置も本管

の要件などがある程度、制約がありますので、そういうのを見越して、

各エリアでどのあたりで最終接続したらいいかということでエリアは

設定しています。 

土屋委員   下水に行くということは、はるばると大田区まで行くんですけどね。

（笑）野川に行ってくれないんだけど、それが泣きどころなんです。 

再開発組合  そうですね。 
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土屋委員   皮肉にも、羽田飛行場のところに出るんだよ。計算上はそういうこ

とになっているんですね。 

小倉会長   今のに関連して、中水で２００トンで、貯水タンクが７００トンあ

るから、最大５００トンぐらいは下水に排出される可能性があるとい

うことですよね。 

再開発組合  はい。大きな建物ですので、雨水貯留槽も何カ所かに分けて設置し

ています。今回、中水利用をするエリアの貯留槽については一旦ため

て中水利用を図り、それ以外のエリアについては、基本的に降った雨

を一旦ためて、時間を置いて徐々に出していくような形になっていま

す。 

小倉会長   トータルで２００トンぐらいは中水として利用できるということ。 

再開発組合  そうですね。２００トンぐらいあります。 

小倉会長   下水道に行く部分、今、下水道使用料金の話が出ましたけれども、

これはどこが負担するんですか。市ですか、やっぱり建物の所有者で

すか。そこの敷地で排除されるものなので。細かい問題なんですけど、

市の負担にはならないんですか。利用者ですか。 

再開発組合  普通に下水道料金に加算されないと聞いています。 

小倉会長   そうすると、その敷地の中の水道料に加算されないということです

ね。 

再開発組合  はい。 

小倉会長   わかりました。 

土屋委員   もう一つ、プラスアルファとして聞きたいのは、この再開発に伴っ

て流出がかなり多くなるということで、下水道とはどういう協議をし

ているんでしょうか。 

再開発組合  基本的に、下水道課とは、既存の下水道施設に対して負荷をかけな

い形で雨水を排水できるような施設を施設側で持ってくださいと。今、

公共下水道については東京都は５０ミリで全体が設計されていますの

で、一方で大きな建物ができて、従前よりも下水道に与える負荷が大

きくなり、それが一気に集中してしまうと、やはり既存の下水道シス

テムとして成立しなくなるので、それが成立できるように、今回の場

合ですと、降った雨を極力、一旦ためて徐々に出す、その量について

も、既存の条件と変えない形でポンプの流量を絞って出すということ
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で、今、協議を進めさせていただいているところです。 

土屋委員   治水計画は６５ミリや７５ミリに２４年度に変えましたから、本来

は下水道のほうもそれに整合させなきゃいけないんですよ。下水道の

幹線は、北多摩一号、二号でしたか、多分まだ整合させてないんじゃ

ないかと思うんです。ですから、６５ミリの計画であっても対応でき

ない場合は、やるにしても徐々にでしょうから、一遍にはできないで

すから、そういう下水道のほうはどういうことを考えているのか。下

水道は下水道で、一旦、取り込んだものを貯留させようとしているん

ですか、それとも、今、入るものを調整とおっしゃいましたよね。一

遍に負荷がかからないように。 

再開発組合  そうですね。 

土屋委員   その負荷がかからないようにする対策はどういうことを考えている

んですか。 

再開発組合  基本的には一時貯留という考え。事業者側で出す量を抑制する。 

土屋委員   ということは、出さないようにしてくれということなんですね。 

再開発組合  出す量自体を抑えるのは浸透等で抑える。浸透させて敷地内から出

さないというのが１つありまして、ただ、今回のような、それがしに

くい施設の場合は、基本的に一旦、貯留して、徐々に放流させて、一

気に下水道設備への負荷が増えないようにトータルで調整していくと

いうことですね。 

土屋委員   ということは、地下にためた貯留槽でゆっくり流すと。それを言っ

ているわけね。負荷をかけない。 

再開発組合  そうです。 

土屋委員   では、下水道のほうは別にそういう対策を考えているわけじゃない

わけですね。北多摩一号、二号において。 

再開発組合  そうですね。その中ではクリアしてないです。 

土屋委員   これは総合治水対策事業では、下水道も本当は貯留浸透、貯留はや

っているけど、浸透もやることになっているんですよ、昭和６０年の

総合治水対策の計画のときには。だけど、貯留はやっても、浸透は下

水道があまりやっていらっしゃらない。本当はそれはしなければいけ

ないんです。行政ベースでもって、お互いに決めていることだから。

実態はわかりました。 
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 でも、量的には多いですよね。最終排出量で２０トン。２０トン、

３０トン。 

小倉会長   いいですか。確認で、前回資料にありましたように、時間５０ミリ

で下水道との協議がされて、それに対応した実施設計が行われている

よということであります。 

再開発組合  小金井市の下水道としては基本、時間５０ミリで設計されていると

下水道課に確認しています。 

小倉会長   ５０ミリという対応で基本的に。 

再開発組合  はい。 

小倉会長   ６５ミリというのは、この委員会でそういう問題が提起されたので、

計算は行っているということですね。 

再開発組合  そうです。守らなくてはいけない条件としては、都市再開発事業と

してはヘクタール当たり５００トンの流出抑制を図ることになってお

りますので、それはクリアする形での設計になっております。 

小倉会長   わかりました。 

 非常に細かいことで恐縮ですけれども、中水利用で１５０トンがト

イレの洗浄用水で、その他５０トンが植栽の灌水用というのは、どう

いう形で？ ポンプアップして、揚水して、水道みたいに、そこをひ

ねれば出るという形になるんですか。 

再開発組合  洗浄水なので、それ専用の配管を配置します。それが地下ピットの

水を汲み上げて、ポンプを置いて、圧をかけて流すようにします。 

小倉会長   圧がかかっているので、水道の蛇口みたいに利用できるということ

ですね。 

再開発組合  はい。 

小倉会長   はい、わかりました。 

 その他、ありますでしょうか。どうぞ。 

山田副会長  今の報告とはちょっとずれるんですが、この計画に際して、地下水

が湧き出て、それをポンプで下水道に放流しているという計画である。

その放流量を報告してほしいという議論がたしかここであったと思う

んですが、市役所に聞いたら報告はないというんですけど、されてな

いんですか。どうなんでしょうか。データはあるんでしょうか。 

再開発組合  現場での湧水の排出状況のデータはございます。平均的な数値を申
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し上げます。約２カ月に一度、下水道課に排出量の報告をしています。

１２月２２日から２月２２日までの２カ月間で、９５立米の水を汲み

上げて排出しています。平均で申し上げると、単純に６０日で割り込

むと、１日当たり１.６立米の水を、現場としては今、地下で汲み上

げている。 

 これについては、工事が４月ぐらいでほぼ汲み上げる必要がなくな

ってきますので、４月に入った段階で、地下から汲み上げるポンプを

とめて、最終的にはたまり水だけを汲み上げることになろうかと思い

ますので、数値的にはもう少し減ってくると思います。ただ、２月２

２日までの間の平均で申し上げると、１日当たり１.６立米の水を汲

み上げて排出していたというのが記録です。 

山田副会長  この報告は２カ月単位ですか。 

再開発組合  これは下水道課との課金の問題ですが、２カ月に一度、課金される

ので、２カ月に一度、報告しています。ですので、毎日、数値を拾っ

ているわけではないです。 

山田副会長  わかりました。 

小倉会長   ほかはいかがでしょうか。 

再開発組合  事業側から発言いたします。以前もお話があったかと思うのですが、

観測井戸の帰属について、竣工までは組合、施工者側でやってはいる

のですが、竣工後の帰属についてご判断いただければ。 

小倉会長   それも、この前、議論になりましたよね。完成した後、どうやって

管理していくのかというところが議論になったと思うんですけれども、

それは市に移管されることになるのかな。 

平野課長   帰属について、地下水保全会議で判断ということにはきっとならな

いとは思っているんですけれども、まず、これはどうしても予算を伴

うものでございまして、もしやるのであれば、単純に担当課として予

算要求をして、つくか、つかないかという判断以前に、市として観測

井戸を管理して観測していくということを事業化することについての

行政決定が先に必要になります。その行政決定がなされて初めて予算

要求ができますので、予算がつくか、つかないかの前に、その議論を

まずしなければなりません。それについては、こちらではまだ理事者

も含めて協議を行っておりませんので、現状において、できる、でき
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ないという部分についてはまだご回答ができない状態にあります。今、

議会中でもございますが、年度が明けまして、ちょっと落ち着いた時

期に、なるべく早い時期にとは思いますけれども、実際にそういうこ

とを事業化できるか、できないかを含めて協議させていただきたいと

思います。 

 ただ、１点、我々としてちょっと懸念しているのが、組合がつくら

れた井戸という施設を市が管理するとか、実際に今も１４カ所、１５

カ所、観測しているところはあるんですけれども、それも民間で管理

されているものを借りて観測しているにすぎないので、制度が全く違

うものになるので、そこを論理的に小金井市で税金を使って管理して

観測していくという仕組みが理解されるか、されないかもございます

ので、これについては、慎重に検討した上で回答させていただきたい

と思っております。 

永井係長   １点だけ補足させていただきますけれども、今、実は再開発組合で

は、どういうものをつくったらいいのかを再開発組合内部でも、権利

者の中でも話をあげていただいていて、以前、地下水保全会議で先生

方から提案いただいた時計のようなもの、水位が一目でわかるような

ものをモニュメントとして寄贈するのもいいのではという話まで出て

います。そういった中で、つくったはいいけれども、その後、管理組

合に引き継ぐのはなかなか難しいだろうということで、実はコンサル

が早めにこの話を整理しておかないと、どこから工事側で予算を組ん

でおかなければならないのかというのが、保留になっているところで、

それを今、提起させていただいたところです。市の内部とはいろいろ

やりとりしているので、どこかの場所で正式に話しておきたい、市の

事情はわかりつつも、組合も解散を目指していますので、そういった

中でどうしていこうかなというのもどこかで話せればなということで、

提案させていただいたところです。事情はわかりながら話しています

ので、あとは市の内部で引き続き調整はしていこうかなという状況で

す。 

小倉会長   これの完成予定が平成３２年５月ですよね。それまでは事業者でや

るということで、それ以降、どうするか。今、話があったように。 

土屋委員   それ以降、組合が終わって、仮に市が予算措置を出していただいて、
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そのデータをどう活用するかということになるかと思うんですけど、

例えば、小金井市には市民会議で、市民の皆さんが協力して、いろい

ろ地下水を調べられていますよね。ですから、そういうところを１カ

所としてデータを使ってもらって、台地の上の地下水の変動はこうな

んだということがわかるように、その市民会議の中の一つの意図とし

て使ってもらえば一番生かされるんじゃないかなと私は思うんですね。

それをどういう形にするかはちょっとあるんですけど、最初のころは

私なんかがたしか言ったと思うんですけど、今はもういろいろなもの

が、電力量でも何でもデジタル化で表示できるでしょう。ああいう形

で、例えばデジタル化して、今日は何メートルいったと見て、かつチ

ップか何かでちょっとちょっと取りだせば、４カ月か半年ぐらいだっ

たら、今はもう十分もつぐらいですから、６カ月に１回、データをも

らって、市民会議がそれを使えるようにするのがいいんじゃないかな

と私は思うんです。シンボリックに見られるようにするというのは、

そういう計測器と表示を伴うものは予算措置がちょっとかかるかもわ

からないので、それはご検討いただいて、データを生かすということ

はそういうことだなと私は思いますので。 

山田副会長  今、市民会議が２０カ所、いろんな井戸を計測して、穴があいてい

るということが非常に大事なことであるんですね。ふたさえすれば特

に危険はありませんから、今、大層な話をしましたけれども、予算は

ほとんど要らない。電池代ぐらいです。だから、何も改めて大きな予

算をとる必要はない。ただ、殺すのはもったいないし、生かす方向で

考えてほしい。仰々しく何かやるなら、もっと大きな戦略を考えるべ

きだし、せっかく井戸を譲り受けたんだから、基本的にその井戸を生

かすという立場で、ぜひ行政は考えていただきたい。その中で、当然、

市民会議とうまく連絡をとってやればいいし、今、市民会議で手では

かっているのは月１回、現場に行ってはかって相当大変だという声を

聞いていますけれども、今度の場合は機械がついているので、半年に

一遍ぐらいデータを取り込めばいいという話ですから。しかも、磁気

のデータは、これから土屋先生から話がありますけど、非常に貴重で

す。手ばかりではわからないことがいっぱいありますから、ぜひとも

これは。機械がどれぐらいもつかわかりませんけど、おそらく１０年
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はもつと思いますので、あとは電池代だけで、年に１,０００円はか

かりません。雑費です。そんなものを本気で予算で起案するんですか。 

平野課長   行政としては、ここの観測井戸に関しても、そもそも市の資産では

ないので、市の資産でないものを管理するという部分での仕組みをま

ず考えなければいけない。金額云々、安いから、高いからということ

だけではなくて、ほかに波及する影響も含めて考えなきゃいけないと

いうことでございます。安いから、高いからとか、そんな単純なもの

ではなくて、まずはそういった仕組み、ここでやることができるとい

うことと、大前提として、ご意見をいただいているので、我々として

は、まずはここの地下水の観測をすることが重要であるということが

論理的に説明できた上で、ここを管理していくという仕組みを行政の

中で決定できて初めて次に動けるので、それが決定できるまでは、市

でやりますという回答ができないということです。なので、市として

全くやらないと言っているのではなくて、今すぐに回答ができないと

いうお話をさせていただいています。 

山田副会長  井戸そのものが市の資産になるんですか。 

平野課長   いや、ならないですね。 

山田副会長  借りるだけでしょう。 

平野課長   そうですね。なので、市の資産であれば管理するのは当然なんです

けれども、市の資産でないものを市が税金を使って管理することにな

りますので。 

山田副会長  これは大事ですから、市民会議さん、よろしく協働してやりましょ

うという提案だったら、もっと楽にできませんか。 

平野課長   今も、ほかの観測井戸、それ以外に防災井戸なんかもそうですけれ

ども、こういったものも全部、市の資産ではなくて、協定を結んでお

借りしている形なので、管理そのものはその持ち主にしていただくの

が原則になります。それと形が変わってくるので、そういったものの

仕組みを考えなければいけないということです。 

小倉会長   わかりました。防災井戸と同じような考え方で、市の資産ではない

ですが、せっかくのデータを、井戸を生かす方向で、ぜひその仕組み

をつくってほしいという要望です。よろしくお願いいたします。 

 観測井戸のその後の管理等は、今のお話でよろしいでしょうか。 
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 もう一つ、前回、議論になった話、地下水の測定結果は、一月の１

時間ごとのデータは送っていただいて、その結果をまとめられたのが

土屋委員の報告だと思うんですけれども、貴重な、なかなか降水量と

の関連を見せているようなので、非常におもしろい結果なので、この

結果をどうするか。それもやっぱり、工事の完了までこのような形で

結果を出していくということでよろしいんでしょうか。 

再開発組合  はい。今、私どもで宿題としていただいているのは、竣工までの間

は現状のＲ１については測定をし続けます。以前、工程表の中でお渡

ししておりますが、年でいうと２０２０年１月ぐらいには今ある場所

が使えなくなる可能性もあるので、新しいものに切りかえなければな

らない時期があります。今年、来年の期間の間、そこに存置できる間

は測定をし続けます。 

小倉会長   わかりました。 

土屋委員   完成は何年ですか。 

再開発組合  ２０２０年５月です。施工上、２０２０年１月か１９年１２月ぐら

いには、その場所を移動せざるを得なくなるかもしれない。今からい

うと、あと１年半ぐらいまでは測定し続けられます。 

小倉会長   ２０２０年完成というのは東京オリンピックのときですね。 

土屋委員   そうですね。１月だから、東京オリンピックの直前ですね。 

小倉会長   直前にということで、そんな予定で。 

 ざっくばらんに言って、順調に進んでいるんでしょうか。 

再開発組合  工事自体は順調に進んでおります。 

小倉会長   ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

再開発組合  よろしいですか。私から。施工する側で、以前、山どめ壁の取り扱

いというお話がある中で、今、計測させていただいていて、私たちも

過去のデータと見比べてどうなんだろうというところは見ていて、数

年間の利根川ポイントのＴ.Ｐ.から数字で申し上げると、同じ３月度

ぐらいの数字でいうと、現状、あまり大きく水位が下がっている、大

きく上がっているということはないと見ています。以前、山どめの一

部を壊してとかというお話の中で、今、そこまでの対策の必要はない

のかなとは私は思っているのですが、土屋先生が数値的にまとめてい

ただく中で、途中段階だとは思いますが、いかがですかねというのは
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お聞きしたいです。 

土屋委員   じゃ、私が配布したやつで。 

小倉会長   じゃ、関連で、よろしくお願いします。 

土屋委員   いただいたデータをエクセルで図にしてみたんですけど、ここに書

いてあるとおり、たしか５月２５日から測定しているんですが、あま

り全体に影響がないので６月１日からにしました。６月１日から２月

２８日までの９カ月間です。 

 １０月に台風があったんですよね。それで、たしか１０日ぐらいの

うちに大きな雨が降って、ピークが２つになっている。日にちはとも

かくとして、ここに書きましたように、最大値は１７年１０月に５９.

２３、最小値が６月に５６.１、その差が３.１３１メートルで、大き

い変動があるなと。 

 これは、先ほどの平面図の位置が、推計が右側の下にあるので、山

どめ壁がどのくらい離れているかとか、深さ方向の位置関係がよくわ

かってないんですけれども、山どめ壁が影響しているのか、それとも

落ち着いた状況でこれがこういう変動になっているのかはわかりかね

るところがあるんですけれども、昨年の５月２５日からの観測のとき

には、もう山どめ壁を全部セットした状態で、落ち着いた状態で観測

はスタートしているんですよね。 

再開発組合  いえ。山どめ自体は、７月中旬ぐらいから部分的に打ち始めた。完

全に囲えたのが９月中旬ぐらいだったと思います。約２カ月で完全に

囲い切っています。 

土屋委員   そうすると、ちょうど激しく変動している、ここの時期が、山どめ

を打ったり外したりということがあるから、ぴこぴこ動いています。 

再開発組合  この辺がちょうどですね。 

土屋委員   だから、山どめの変化、山どめを打ったり、外したり、その辺の変

化が出たんじゃないか。 

再開発組合  はい。 

土屋委員   多分そうだと思います。それ以降は、どんと上がっているのは、き

っともうある程度、落ち着いたんですね。 

再開発組合  はい。 

土屋委員   だから、この９月初め前後までは山どめの影響があったから、本来
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の変動じゃないということだと思うんですよね。それ以降は本来の位

置を固定した状態で。 

 ちなみに、山どめ壁の先端部と地下水の井戸の一番深いところは、

どっちが深いんですか。 

再開発組合  井戸の深さは、計測しているパイプの一番深いところで、山どめ壁

のほうが深いです。山どめ壁の一番下から約３メートル上がったとこ

ろが井戸のパイプの一番下になっている。 

土屋委員   ついでに、このデータはＡ.Ｐ.ですか、Ｔ.Ｐ.ですか。 

再開発組合  Ｔ.Ｐ.です。 

土屋委員   じゃ、全部、Ｔ.Ｐ.で表示しているわけですね。 

再開発組合  はい。ここに書いてある５６点幾つ、５７点幾つなど、私たちがお

出ししているデータはＴ.Ｐ.です。 

土屋委員   わかりました。山どめ壁の平面よりは３メートルぐらい高いところ

にあって、それの水位をはかっているんですね。 

 山どめ壁のＴ.Ｐ.はわかりますか。細かい話だけど、わかったら。 

再開発組合  地盤から約２０メーターですね。 

土屋委員   ３メートルだから、１７メートルぐらい？ 

再開発組合  Ｔ.Ｐ.でいうと、山どめ壁の下で４９メーターだと思います。１メ

ートルぐらいの差があるかもしれませんが、４９メーターぐらい。 

土屋委員   わかりました。ということで、９月の変動、激しく変動しているの

は山どめ壁の影響で、落ち着いた状況がそれ以降ということですね。 

 そんなことで、ここに示したように、最大３.１３１メートルは変

動があったことがわかったんです。 

 あと、下に書いてあるのは、月ごとに最大と最小の差です。１０月

が２.０７５、６月が０.１２メートルで、梅雨と言われている時期な

んだけど、６月は一番変動はない、変化しないことがわかった。９カ

月ですから、１年たっていませんから。完全にその影響は、また来年

の９月ぐらいまでなんですよね。 

 そういうことで、いただいたデータを確認してみたんですが。 

小倉会長   ありがとうございました。 

山田副会長  よろしいですか。多分、影響としては、長期的にはほとんど確認で

きにくいんだと思います。ただ、短期的な、例えば９月、１０月の変
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動の様子が、東京都が３本ほど磁気データを持っていますし、私のと

ころは三楽でデータを今、とりつつあるんですが、そこらと比べると

山どめの影響が多少、出ている可能性があるかもしれませんけど、デ

ータで実際にどういう影響があるか、だからどうしなきゃいけないか

というのは、相当時間を経ないとわからないですよね。だから、これ

で山どめの影響が確認できないから、このまま殺していいのかという

のは、私はちょっと判断できない。基本的には、できたら、やっぱり

穴をあけてほしいと思います。ですから、今後、この会議がどういう

形で評価するのか私はわかりませんけれども、現在のところの判断で

は、何をもってどういうふうに判断するのかは大変難しいと思ってい

ます。 

小倉会長   ありがとうございました。 

土屋委員   あと、水温のデータをいただいていたので、水温は、最初はほとん

ど１７度から１７.１度が続いていたんだけど、逆に秋から冬場にか

けて１８度から１８.８度ぐらいにまでなっていました。最大が１８.

８度。冬場になって、逆に高くなっていました。理由はわかりません。 

 湧水は今、どのぐらいの水温でしょうね。 

小倉会長   １７度から１８度、１７度前後ですよね。 

山田副会長  １８度はいってないと思います。 

小倉会長   いってないですね。１７度ぐらい。 

土屋委員   じゃ、冬場に高いというのは何なんでしょう。 

小倉会長   この件に関して、土屋先生の解析の結果も含めてご報告していただ

きました。このような地下水位の計測は、基礎工が完了するまで継続

されるということで、それをどうやって利用して、その影響があるか、

ないかという判断はまた次の機会になるのではないかなと期待してお

ります。 

 それでは、２の議題はこれでよろしいでしょうか。ありがとうござ

いました。 

碓井係長   では、これより皆様の自席の回収用の資料の回収と事務局のセッテ

ィングがございますので、少々お時間をいただきます。お願いいたし

ます。 

土屋委員   業者のほうで、井戸と山どめの間は何メートルぐらい離れているん
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ですか。３メーターぐらい？ 

再開発組合  ５メートルぐらいだと思います。 

（資料回収・機材撤収） 

小倉会長   では、１、２は終わりましたので、引き続いての３、退任委員挨拶

です。 

平野課長   先日、委員にはご説明させていただいたんですが、今日は楊先生は

いらっしゃらないんですが、まずもって現行の委員に関しましては３

月３１日が任期になってございまして、通常であれば次期委員を選考

するという形になります。実は、今、ここにいらしていただいている

３名の委員に関しましては、１２年前の地下水保全会議の開始当初か

ら、６期の長きにわたって市政に大変な貢献をいただいている委員で

ございますが、このたび地下水の関係の計画がこの先、改定を迎える

タイミングになってございまして、その先々の計画の改定を含めて考

えたところで、今回、３名の委員につきましては任期でご勇退という

形をお話しさせていただきまして、一定ご理解をいただいているとこ

ろでございます。つきましては、大変なご貢献をいただいた３名様に

つきましては、一言、これまでの感想や今後の期待も含めてお話をい

ただいて、我々もそれを参考に今後の市政運営に生かしたいと思って

おりますので、限られた時間ではございますが、ご挨拶をいただけれ

ばと考えております。 

 そうしましたら、会長、小倉先生から。 

小倉会長   今、課長からご紹介ありましたように、２００６年度から６期１２

年にわたり、いつの間にか委員をずっと継続させていただきまして、

長い間、本当にありがとうございました。 

 この間、事務局には資料作成等、大変お世話になって、感謝してお

ります。それから、委員の先生方にもいろんな議論をしていただいて、

この会議は大変勉強になり、楽しい会議であったと思います。また、

毎回、熱心に傍聴された市民の方にも御礼申し上げます。ありがとう

ございました。 

 個人的には、小金井市の市民と行政の方とのつき合いはかなり昔に

なります。ご存じのように、野川流域の湧水の調査を始めたのが小金

井の市民の方で、１９７２年からのことです。それの集大成が、ここ
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にあります「都市に泉を」という形でＮＨＫブックスにまとめられた

のが１９８７年ですが、大変貴重な記録になっております。その後、

小金井市の行政としても湧水調査はずっと続けられて、１９８４年か

ら３年間、野川水質環境調査、続いて８８年から３年間、水域環境保

全調査を続けて、立派な冊子として湧水の記録が残っております。 

 この地下水保全会議の前身は地下水及び湧水に係る専門家会議があ

って、それが発展的に地下水保全会議になったと思いますが、１２年

もたってしまいました。大変お世話になりました。 

 小金井の湧水、地下水は貴重な財産です。これを保全し、再生して

いくということが大変重要なことだと思っております。そのためには

地下水保全会議は大変重要な役割を担っていると思いますので、今後

もこの保全会議をずっと継続して、データを有効に利用することも含

めて、さらに発展されることを祈念して挨拶とさせていただきます。 

 長い間、ありがとうございました。（拍手） 

平野課長   ありがとうございます。 

 続きまして、山田先生、よろしくお願いします。 

山田副会長  私は何年やったのかよく覚えてないんですけれども、多分、途中か

らお呼びがあって入ったんです。学校が近いものですから、ここをフ

ィールドとして私の研究の非常に有用な勉強の場として勉強させてい

ただきました。学生たちも、市民の方々あるいは市役所の方々にいろ

いろご指導いただいて、また、幾つかの助成金をいただいた井戸もそ

のまま残っていて、不始末であるというと、それがまた市民の手で観

測井として生かされている。 

 井戸は非常に命が長いといいましょうか、普通に扱っていけば相当、

数十年、１００年以上もつんじゃないかと思っています。メンテナン

スも特に危ないことはありません。ちゃんとふたをすればいいだけの

ことですから、あいた穴はぜひふさがないでいただきたい。 

 それから、私が市民と、市と協力してできたのは、モニタリングを

今も市民会議の方々が大変な苦労をされてとっておりますけれども、

そのデータが小金井の環境として残っている。我々はやがていなくな

っちゃうんですけれども、１００年後、２００年後になったときに、

この地下水はどうだったんだろうかと。特に、ここでいうと１９９１
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年、新小平駅が水没したときの様子をきちっととっておく。私がここ

の勉強をしたときに、昭和１３年にニシムラデンゾウさんという先生

がいて、６月、７月の長雨のときに武蔵野台地が大変大きな水位上昇

があって、もちろん１９９１年と並ぶような大出水があったわけです。

その昭和１３年の記録が一つのベースになって、戦後のさまざまな先

生方の研究の一つのスタートになっている。 

 そういう意味では、市民と市の行政にとっても大事なフィールドで

ありますけれども、研究者にとっても大変な憧れの場であり、学問的

にも、あるいは新しい市民生活と環境を維持した大変ユニークな、サ

ステーナブルな都市として残っていくというようなスタンスもあるの

ではないか。市の職員の方々に、ぜひそういう点でのリーダーシップ

を発揮していただきたいし、ここのアイデンティティが何かというこ

とをもっと勉強してほしい。市役所ですから、ぐるぐるかわってしま

うので、いつまでも環境をやっているわけじゃないことはよくわかり

ますけれども、小金井市の職員であることは最後まで変わらない。で

あったら、小金井市の地下水、湧水がどれだけ大切なのか、もっと勉

強していただきたいし、もっと主張していただきたい。そして、ユニ

ークな、これからの日本の一つの都市のスタイルをつくるようなプロ

ジェクトを考えてほしい。 

 最近、私は、玉川上水で窒素、リンが７割、８割とれるということ

がだんだんわかってきて、そこで気がついたのは、水は流さなきゃい

けない。だけど、深い川、速い川に流したら、そのまま東京に行って

しまう。浅い川、せせらぎこそが大事である。水深５０センチ以下、

流速２０センチ程度の小さな水こそがサステーナブルのキーワードで

ある。 

 そして、今、下水の処理水は何の害も与えません。汚い水ではあり

ません。多摩川に流さないで、小金井の砂川用水その他にちょろちょ

ろ流してやると、地下水、湧水の涵養にもなるし、自然浄化で窒素、

リンもとれるということで、これこそサステーナブルではないかとい

う気がいたします。 

 これが新しい小金井方式のセカンドバージョンではないか。小金井

方式という大変ユニークな形で、市民と市とが協働して、とても大事
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なシステム。その中では、市民もそれなりの責任を果たす、全て税金

でやるのでなくて、市民もちゃんと理解して、それぞれの責任を果た

すという新しい行政スタイル。しかしながら、小金井方式はどこにも

広がりません。何でだかよくわかりませんけれども、小金井だけにと

どまっている。 

 その一つは、やっぱり小金井が、この方式が約３０年の間にどれだ

け環境改善に役立ったかを主張しなきゃいけない。私もその責任を感

じています。そういう点で、私はこれから外に出ますけれども、学校

も辞めるのであまり主張できませんが、この間どうであったのかとい

うことは今、データがまとまりつつありますので、何らかの形で皆様

に使っていただくようにしたいと思います。 

 この会議ではかなり勝手なことを言いまして、大変申しわけありま

せんでした。それぞれが環境のことを大事だと思っている。それはみ

んな一緒だと思います。ある意味で腹を割ったといいましょうか、そ

れぞれの思いを率直に交流できるというのが大変大事だと思っており

ます。 

 長い間、どうもありがとうございました。（拍手） 

平野課長   では、土屋先生、お願いします。 

土屋委員   私は同じ１２年で、あっという間だったわけですけれども、私自身

が大学の前に東京都土木技術研究所で最初に昭和５０年に始めたのが

野川の流域の水収支解析で、自前で観測所をつくって、その３年前か

らやり始めていたんですけれども、野川流域の３カ所に水位計を設置

して観測する。我々みずから研究所でデータをとって、月１回、いつ

も調布からずっとこっちへ歩いたりして観測して、デジタルデータを

全部処理したりということをやっていたんです。 

 その仕事を２０年ぐらいやっていましたので、野川の水文解析、地

下水も含めて、湧水も含めて、水を流域で解析するという仕事をやっ

ていたのが、たまたま平成１８年、大学に行ったときに声をかけてい

ただいて、２００６年からこの委員会に一緒に加わらせていただきま

して、座長の小倉先生のリードで大変有意義な議論ができたと思って

おります。 

 特に思い出になるのは、市域の水収支の推計をやるときに、先ほど



 

 － 26 － 

の話じゃないけれども、入ってくる水、出ていく水は、上水も含めて

下水道処理のほうにほとんど行ってしまうわけで、本当に一生懸命、

いろいろな意味で小金井市は世界一の浸透施設、貯留施設をつくって

いるんだけど、なかなかその効果が見えにくい。実際、水収支の検討

をしても、野川にどのくらい出ているのか、今はわからない。２０ミ

リから５０ミリはあるのかななんていう話もあった。そういう意味で、

市としてこういう委員会を立ち上げて継続するというのは、私は、市

の姿勢はすばらしいものだと改めて思っております。ですから、そう

いう研究調査をやってきた延長でお手伝いができたことを非常にうれ

しく思っています。 

 野川の流域は、各大学やいろいろな研究機関も非常に注目している

し、市民ももちろんいろいろな流域の環境のよさをわかっているみた

いで、私は、今後、市でやっていただきたい問題が１つあります。 

 研究や調査というのは、一つの事実やいろいろなことを予測するた

めにいろいろと議論しているんですけれども、それは最終的に市の行

政に生かされなきゃいけないと思っているんですね。例えば、水循環

基本法というのがありますよね。ご存じだと思います。環境サイドが

水循環基本法を活用した市の水のあり方を。これは、せっかくつくっ

て、今から４年ほど前に法律になったんだけれども、それをまだあま

り活用してないんですね。せっかく下水道部署がそういう浸透を中心

にしてやっている。環境は環境で、こういう仕事で観測や調査を委員

会を立ち上げてやっている。ですから、それぞれの部署はそれぞれの

任務をやっているんだけど、それで市の中で水循環基本法を具体化し

た施策をつくっていくことが重要だと思うんです。私はそれを他の区

にも言っているんですけど。 

 結局、そうやって武蔵野全体が市域を超えてやっていかないと、運

命共同体の台地に住んでいるわけですよね。ご存じのとおり、地下水

がある。例えば、水道部門が地下水を汲み上げている。それを規制し

て、いわゆる広域水道にどんどん切りかえていく。それはそれで、そ

れなりに降った雨を保全するという意味ではいいかもしれないんだけ

ど、そういう事業とこういう調査が何か結びつくような形にするのが、

やはり水循環基本法を生かした施策だと思うんです。そうすると、下
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水ではこういうことをやりましょう、まちづくりではこういうことを

やりましょうと、いろいろなことが動くと思うんです。環境の部署で

政策提言を上部の幹部の皆さんに説明していただいたり、あるいはそ

ういうことを議会にも提案できるようなことをやっていければ、目に

見える形のものができてくると思うんです。そういう活用方法をぜひ

考えてほしい。 

 ドイツなんかはそういうことをやっているわけですよね。例えば、

駐車場をつくるんだったら、あるいは工場をつくるんだったら、それ

と同じような面積の自然をまた復元する措置をとる。そのためには、

そこに浸透のかごマットみたいなのを引いたりして。今は自然再生推

進法という法律があるじゃないですか。そういうものと組んで、法律

を使いながら、こういうデータを生かしてもらって事業に推進する。

そういうことをぜひ行政に生かしていただきたいというのが私の期待

です。 

 私もいろいろなことを勝手に申し上げたわけですけれども、大変勉

強になりまして、また、各先生方ともいろいろな情報交換ができまし

たので、楽しく委員を務めさせていただいておりました。大変お世話

になりました。ありがとうございました。（拍手） 

平野課長   ありがとうございました。 

 地下水、湧水の研究者、第一人者の皆様に条例の制定から会議のこ

こまでの運営という部分で牽引していただいたことは、本当に我々に

とって貴重な財産ですし、今日、お話しいただいて、小金井市という

地域が地下水、湧水の関係では本当に魅力的な土地なんだというのを

改めて再認識いたしました。これまでいろいろご協力いただいた知識

や経験などは今後の行政にも当然、生かしていきますし、今、ご提言

いただいたお話についても、我々としても前向きに研究していきたい

と思っております。大変ありがとうございました。 

小倉会長   以上でよろしいですね。 

平野課長   はい。 

小倉会長   では、以上で本日の会議は終了です。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


